
環境経営学会 学会賞規程  
（設置） 
第１条 本学会は、学会賞授与の制度を設ける。 
（目的） 
第２条 本制度は、本学会が環境経営及び隣接科学の理論及び応用について学問的及び実践的に

貢献するところが大きいと認める会員（個人並びに団体）の業績を顕彰し、以って学会
及び学術の発展を図ることを目的とする。 

（学会賞の種類及び受賞者の数） 
第３条 学会賞の種類は、学会貢献賞、学術貢献賞、優秀研究賞、実践貢献賞、及びベストプラ

クティス賞の五種類とし、その内容を次に規定する。 
① 学会貢献賞：環境経営学及び隣接科学の理論と応用について、多年にわたり特に優れた

研究業績又は実践業績を挙げたと認める会員、若しくは本学会の運営及び発展について
多年にわたり顕著な貢献を為したと認める会員に授与する。受賞者の数は特に定めな
い。 

② 学術貢献賞：環境経営学及び隣接科学の理論について内外の研究誌等に掲載され、又は
出版された研究業績（論文、著書）が学術の発展に対して顕著な貢献を為したと認める
会員に授与する。受賞者の数は若干名とする。 

③ 優秀研究賞：若手研究者及び社会人研究者の研究を奨励するため、環境経営学及び隣接
科学の理論に関する優れた論文等であると認めた会員に授与する。受賞の対象となる論
文は、本学会の学会誌『サステイナブルマネジメント』に掲載された論文及び本学会の
研究報告大会等における研究報告とする。受賞者の数は若干名とする。 

④ 実践貢献賞：環境経営学及び隣接科学に関する応用研究又は実践的発展に顕著に貢献し
たと認める業績（論文、著書等）の執筆者に授与する。受賞の対象となる論文等は、一
般に公刊されたものとするが、その執筆者は会員と限らなくとも良い。受賞者の数は若
干名とする。 

⑤ ベストプラクティス賞：環境経営を実践しサステイナブルマネジメントの推進に関して
顕著な成果を挙げたと公に認められ、かつ本学会の発展に寄与すると認めた団体に授与
する。受賞団体は、特に会員に限らなくても良い。受賞団体の数は若干名とする。 

（受賞の対象） 
第４条 受賞の対象は、次の通りとする。 

① 学術貢献賞の業績審査は、理事会が推薦した会員について行う。 
② 学術貢献賞、優秀研究賞、及び実践貢献賞の対象論文等は、学会賞授与年の前年 1 月 1 日

より 12 月 31日までに公にされたものとする。 
（表彰、授与式、公表） 
第５条 表彰、授与式、及び公表については、次の通りとする。 

① 授与式は、本学会研究報告大会の日に執り行う。 
② 受賞事由等については、学会誌『サステイナブルマネジメント』で公表する。 

（審査委員会） 
第６条 審査委員会は、次により運営する。 

① 審査委員会は、審査委員長及び審査委員若干名をもって構成する。 
② 審査委員の任期は３年とする。 
③ 審査委員会は、審査の適性を期すために特別委員を委嘱することができる。特別委員の職

務は、審査終了をもって終える。 
（審査対象及び受賞制限） 
第７条 審査対象及び受賞制限は、次の通りとする。 

① 審査委員会は、学会賞の審査対象を自薦及び他薦に基づき決定する。 
② 学会貢献賞の授与は、会員である期間中、一回限りとする。 
③ 学術貢献賞、優秀研究賞、及び実践貢献賞は、同一年に同一人に対して重複して授与しな

い。 
④ 学術貢献賞、優秀研究賞、実践貢献賞、及びベストプラクティス賞の連続受賞は妨げな



い。 
（学会賞授与の決定） 
第８条 学会賞授与は、審査委員会による審査の結果報告に基づき理事会が審議し、決定する。 
（所管） 
第９条 所管は、副会長とする。 
（規程の改廃） 
第 10条 本規定の改廃は、理事会がこれを行う。 
附 則  

1. 本規定は、2000 年 6月 1 日より施行する。 
2. 本規定は、2005 年 5月 1 日に改定施行する。 
3. 本規定は、2014 年 11 月 1 日に改定施行する。 
4. 本規定は、2023 年 ８月 23 日に改定施行する。 

 
 
備考 ①第一回学会賞の受賞者については、規程にとらわれず、学会設立日以降の業績を対象 

として学術貢献賞、優秀研究賞、及び実践貢献賞を選考し、授与する。 
   ②若手研究者は、論文等を公にした年月日の年齢が満 40 歳未満の近傍であることを目安

とする。 
 


